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2025年 12月 22日 

－西日本シティ銀行アプリに新サービスを追加－ 

「資産のメモ」の取扱開始について 

～アプリ上で資産情報の一元管理・ご家族への共有ができます～ 

西日本シティ銀行（頭取 村上 英之）は、西日本シティ銀行アプリ（以下「NCB アプリ」）の     

新たなサービスとして、2025 年 12 月 22 日（月）より、「資産のメモ」（以下「本サービス」）の     

取扱いを開始しますので、お知らせします。 

本サービスは、お客さまの預貯金や株式、保険、不動産など、資産情報等を NCB アプリ上で    

一元管理できる無料サービスで、ご利用者さまが万一お亡くなりになった際は、予め指定した   

ご家族の方に、登録情報を基に作成したレポートをご郵送、または窓口でお渡しします。 

当行は、今後も地域の皆さまに選ばれる銀行を目指し、お客さま起点の“One to One ソリューション”

の提供に取り組んでまいります。 

記 

１．取扱い開始日 

  2025年 12月 22日（月） 

２．導入の背景 

近年、ネット銀行やネット証券、各種サブスクリプションサービスなど、スマートフォンで

お金に関する様々なサービスを簡単に利用できるようになりました。一方、各サービスは個別

のアプリなどに分散されているため、管理が煩雑になっていることに加え、ご本人さまが   

お亡くなりになった際に、ご遺族の方が故人の資産の全体像を把握できず、口座の存在に   

気づかないまま放置されてしまう「デジタル遺産問題」が新たな社会課題として顕在化して  

います。 

こうした社会課題の解決に貢献するため、相続に備え手軽に始められる本サービスの取扱い

を開始します。 

３．「資産のメモ」の主な機能 
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４．本サービスの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、以下の本サービス紹介ページをご参照ください。 

https://www.ncbank.co.jp/benri/about_app/assetnote/ 

以 上 

 
本件に関するお問い合わせ先 

デジタル戦略部 麻生・石井 TEL 092-476-2810 

STEP① STEP② STEP③ 

NCBアプリのトップ画面

の「資産のメモ」アイコン

をタップします。 

預貯金や株式、保険など項目

ごとに入力し、相続の際に 

情報を渡したい相手を指定

します。 

※登録情報はいつでも追加・

変更・削除が可能です。 

ご本人さま（ユーザー）の  

相続人が当行営業店に相続 

手続きでご来店いただくと、

指定受取人に資産のメモの 

登録情報（レポート）を郵送

または窓口でお渡しします。 

https://www.ncbank.co.jp/benri/about_app/assetnote/

